
令和７年厚木市教育委員会４月定例会日程 
 

日時 令和７年４月22日(火) 

午後３時から 

場所 第二庁舎４階教育委員会会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 教育長報告 

 

３ 審議事項 

日程１ 議案第15号 令和８年度に厚木市立小・中学校で使用する教科用図書採択に係る 
厚木市教育委員会の方針の制定について 

 

４ 報告事項 

(1) 事務の臨時代理の報告について（厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規

程について）                             （資料１） 

(2) 事務の臨時代理の報告について（厚木市小中学校通学区域再編成委員会委員の委嘱につ

いて）                                （資料２） 

(3) 事務の臨時代理の報告について（厚木市学校運営協議会委員の委嘱について） 
（資料３） 

(4) 事務の臨時代理の報告について（障害のある児童生徒の教育措置について） 
（資料４） 

(5) 学校選択制等の実施結果について                   （資料５） 

(6) 令和７年度学校施設整備計画について                  （資料６） 

(7) 北小学校の施設建て替え整備基本設計書について             （資料７） 

 

５ 閉会 
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令和７年４月定例教育委員会教育長報告 

 

令和７年３月１８日（火）に開催されました３月定例会以後の主な行事等２３件に

つきまして、御報告申し上げます。 

 

 

１ ３月１９日（水）   厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  寄附贈呈式   

  〇寄附物品  交通安全クリアファイル １,７００枚 

  ○出席者   日産自動車株式会社 テクニカルセンター 

Ｒ＆Ｄ総務・ファシリティマネージメント部  

部長、課長、社員、 

厚木市議会議員 

 

２ ３月２１日（金）   厚木市立三田小学校 体育館 

  令和６年度 卒業証書授与式 

 

３ ３月２５日（火）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育長室 

  寄附贈呈式   

  〇寄附物品  小学校高学年向け補助教材「農業とわたしたちのくらし」 

（市内各小学校５年生 約1,750冊） 

  ○出席者   厚木市農業協同組合  

常務理事、組織文化部次長、生活ふれあい課職員 

 

４ 同 日        厚木市役所第二庁舎 16階 会議室 

  チアリーディング＆ダンス選手権全国大会出場チーム 市長表敬訪問 

〇訪問者 チアダンスチーム「厚木ブルーエンジェルス」 

 選手１８人（厚木市内外の小学生１０人・中学生８人）、 

保護者１２人 

 

５ ３月２７日（木）   厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  寄附贈呈式 

〇寄附物品  黄色いワッペン １,７０５枚 

  ○出席者   株式会社みずほ銀行 厚木支店 副支店長 

損害保険ジャパン株式会社 神奈川支店 厚木支社 支社長   

明治安田生命保険相互会社 厚木中町営業所 営業所長 

第一生命保険株式会社 厚木支社 営業推進グループ次長 
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６ ３月２８日（金）   厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  第１０回全国小学生フェンシング選手権大会準優勝者 市長表敬訪問 

〇訪問者 フェンシングクラブ「厚木フェンサーズ シルバーチャリオッツ」 

ブイ マイ チー 選手（厚木第二小学校６年生）、 

監督、代表、ほか選手２人 

 

７ 同 日        厚木市立戸田小学校 体育館 

  寄附贈呈式   

  〇寄附物品  交通安全横断幕 ２枚(愛甲小学校、戸田小学校 各１枚) 

  ○出席者   神奈川県トラック協議会・厚木 

会長、副会長、総務企画委員会委員、 

厚木市議会議員 

 

８ 同 日        厚木市役所第二庁舎 ５階 教育委員会会議室 

  令和６年度 退職教職員感謝状贈呈式 

 

９ ３月３１日（月）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室ほか 

  教育委員会人事発令（出向） 

  令和６年度退任校長感謝状贈呈式   

   

 

10 ４月 １日（火）   厚木市役所第二庁舎 ５階 教育委員会会議室ほか 

  教育委員会人事発令（出向・異動） 

  教職員異動辞令伝達式 

  教育委員会関係辞令交付式 

 

11 ４月 ３日（木）   神奈川工科大学厚木市子ども科学館 

 サイエンスホール２５０ 

  令和７年度 第１回初任者研修会（講話） 

  ○参加者数 ８６人 

 

12 ４月 ５日（土）   厚木市保健福祉センター ６階 ホール 

  令和７年度 厚木市青少年指導員連絡協議会総会 

 

13 ４月 ７日（月）   厚木市立睦合中学校 体育館 

  令和７年度入学式 
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14 同 日（４月７日）  厚木市役所本庁舎 ４階 第二応接室 

  寄附贈呈式   

  〇寄附物品  横断旗   200本 

  ○出席者   神奈川トラック運送事業団体 厚木第一地区会 

会長、副会長（２人） 

 

15 ４月 ８日（火）   厚木市立北小学校 体育館 

  令和７年度入学式 

 

16 ４月 ９日（水）   厚木市立厚木小学校校門前 

  厚木小学校登校児童見守り活動 

 

17 同 日        神奈川県立神奈川総合産業高等学校 

  令和７年度 相模原市立大野南中学校分校（夜間中学）入学式（厚木市 ２人） 

 

18 ４月１０日（木）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和７年度 第１回厚木市小・中学校長会議 

 

19 ４月１３日（日）   神奈川工科大学厚木市子ども科学館 

             サイエンスホール２５０ 

  令和７年度 厚木市子ども会育成連絡協議会総会 

 

20 ４月１４日（月）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和７年度 厚木市教育委員会第１回臨時会 

 

21 ４月１８日（金）   厚木市役所第二庁舎 ４階 教育委員会会議室 

  令和７年度 厚木市教育研究所教育調査研究部会発足式 

  〇出席者 教育研究員１０人 

 

22 ４月１９日（土）   ツユキ及川球技場 

  第１２回厚木オープンふれあいティーボール大会開会式 

  〇出場者 県内児童約４５０人 

 

23 同 日        厚木市役所第二庁舎 16階 会議室 

  令和７年度 青少年相談員連絡協議会総会 

 

 



議案第１５号 

 

 

      令和８年度に厚木市立小・中学校で使用する教科用図書採択に係る厚木市 

教育委員会の方針の制定について 

 

 

  令和８年度に厚木市立小・中学校で使用する教科用図書採択に係る厚木市教育委員会

の方針を別紙のとおり定める。 

 

 

令和７年４月２２日提出 
 

                          

厚木市教育委員会 

                                            教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

提案理由 

  本市立小・中学校で使用する教科用図書について、適正かつ公正な採択を行うため、

令和８年度に厚木市立小・中学校で使用する教科用図書採択に係る厚木市教育委員会の

方針を定める。 



 
令和８年度に厚木市立小・中学校で使用する教科用図書採択に係る 

厚木市教育委員会の方針（案） 

 

 

厚木市教育委員会は、令和８年度に厚木市立小・中学校において使用する教科用

図書について、採択権者としての権限と責任において、適正かつ公正な採択が確保

できるよう、次のとおり採択方針を定める。 

 

 

１ 厚木市教育委員会が義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13

条第１項及び第６項並びに神奈川県教育委員会の採択方針等に基づき、学校教育

法附則第９条に規定する教科用図書（以下、「一般図書（特別支援学級用）」とい

う。）を除き、文部科学省から送付される目録に登載された教科用図書のうちから

採択する。なお、一般図書（特別支援学級用）の採択は、毎年度、新たな図書を

採択することができる。 

 

 

２ 採択の公正確保に向け、広く関係者の理解を求めるなど、静ひつな採択環境を

整え、円滑な採択事務に支障を来す事態が生じないよう努める。 

 

 

３ 採択結果や採択理由等に関する情報は、採択権限を有する者の責任において適

切に公開する。 



 

令和７年度に実施する教科用図書採択について 

 
１ 採択について 

学校教育法※１及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律※2 を根拠に行う。 
 

※１ 小学校：第34条第１項  中学校：第49条で小学校の規定を準用 

小学校（中学校）においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名

義を有する教科用図書を使用しなければならない。 

 

※２ 第13条第１項 

都道府県内の義務教育諸学校（中略）において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によ

つて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目（中略）ごとに一種の教

科用図書について行なうものとする。 

 

第13条第６項 

第１項から第３項まで及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(中略)第６条第１

項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなけれ

ばならない。ただし、学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用図書については、この限りで

ない。 

 

第14条  

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定

める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。※３ 

 
※３ ※２の法律の施行令「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令」 

第15条第１項 

法第14条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間（中略）は、学校教育法

（昭和22年法律第26号）附則第９条第１項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、４年と

する。 

 

２ 採択の対象 

【教科用図書】 

継続使用に伴う採択 
（義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条） 

ア 使用３年目となる小学校の教科用図書（令和６～９年度使用） 

イ 使用２年目となる中学校の教科用図書（令和７～10年度使用） 

 
【学校教育法附則第９条第１項※4に規定する教科用図書】 

特別支援学級における教科用図書 
※４ 第９条第１項 

     （前略）特別支援学級においては、（中略）文部科学大臣の定めるところにより、第34条第１項に

規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる 

参考資料１ 



 

【今後の小・中学校教科用図書の使用・採択・検定の周期】 
 Ｒ７（2025） Ｒ８（2026） Ｒ９（2027） Ｒ10（2028） Ｒ11（2029） 

小

学

校 

 
 
 
 

・R5 採択教科用

図書の使用３

年目継続につ

いての採択 

 

 

 

 

 

・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 
 
 
 
・R5 採択教科用

図書の使用４

年目継続につ

いての採択 
 

 
 
 
 
・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 
 
 
 
・R5 採択教科用

図書が R9 に使

用期限(４年)

となることを

受けた、R10 か

ら使用する教

科用図書の新

規の調査によ

る採択 

・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 

 

 

 

・R9 採択教科用

図書の使用２

年目継続につ

いての採択 

 

 

 

 

 

・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択  

 

 

 

 

・R9 採択教科用

図書の使用３

年目継続につ

いての採択 

 

 

 

 

 

・特別支援学級に 

おける教科用 

図書の採択 

中

学

校 

 

 

 

 

・R6 採択教科用

図書の使用２

年目継続につ

いての採択 

 

 
 
 
 
・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 

 

 

 

・R6 採択教科用

図書の使用３

年目継続につ

いての採択 

 

 

 

 

 

・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 

 

 

 

・R6 採択教科用

図書の使用４

年目継続につ

いての採択 

 

 

 

 

 

・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 

 

 

 

・R6 採択教科用

図書がR10に使

用期限(４年)

となることを

受けた、R11 か

ら使用する教

科用図書の新

規の調査によ

る採択 

・特別支援学級に

おける教科用

図書の採択 

 

 

 

 

・R10 採択教科用

図書の使用２

年目継続につ

いての採択 

 

 

 

 

 

・特別支援学級に 

おける教科用 

図書の採択 

 

参考資料２ 

R5 採択教科用図書 

使用２年目    使用３年目   使用４年目(最終) 

R9 採択教科用図書 

使用１年目    使用２年目 

R6 採択教科用図書 

使用１年目    使用２年目    使用３年目    使用４年目(最終) 

R10採択教科用図書 

使用１年目 



資料１ 

 

 

 

事務の臨時代理の報告について 

 

 

 厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、別紙の

とおり臨時に代理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

 

  令和７年４月２２日提出 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

臨 時 代 理 書 

 

 

 厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正することについて、別紙のとおりその事務

を臨時に代理する。 

 

 

  令和７年３月３１日 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

理由 

厚木市行政文書取扱規程の改正に伴い、厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る必要が生じたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないので、厚木市教育委員会

教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、その事務を臨時に代理す

る。 



厚木市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 

 

厚木市教育委員会事務決裁規程（昭和63年厚木市教育委員会訓令第１号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「押印欄に押印するとともに」を「代決者の押印又は署名の

上部に」に改め、同項ただし書中「厚木市行政文書取扱規程（昭和49年厚木市

告示第82号）第17条第１項第２号ア」を「厚木市行政文書管理規程（令和７年

厚木市訓令第６号）第15条第１項第２号ア」に、「同号ウ」を「同号イ」に、

「この限りでない」を「代決する旨を登録するものとする」に改める。 

別表第１共通事項(1) 庶務関係の表情報公開の項中「文書主管部長及び市

長部局情報公開主管部長」を「文書主管課長及び市長部局情報公開主管課長」

に改め、別表第１共通事項(1) 庶務関係の表個人情報保護の項中「文書主管

部長及び市長部局個人情報保護主管部長」を「文書主管課長及び市長部局個人

情報保護主管課長」に改め、別表第１共通事項(1) 庶務関係の表公示令達の

項中 

「 

①規則並びに規程形式の告示及び訓令は、文書主管部長及び市長部

局文書主管部長まで合議 

②規程形式以外の告示は、文書主管課長まで合議 

                                   」 

を 

「 

①規則並びに規程形式の告示及び訓令は、文書主管部長及び市長部

局文書主管部長まで合議 

                                   」 

に改める。 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 



参考資料 

新旧対照表 

新 旧 
(代決の表示及び後閲) (代決の表示及び後閲) 

第6条 第4条の規定により代決する場合は、代決者の押印又は署名の上

部に、「代」の表示をしなければならない。ただし、厚木市行政文書

管理規程(令和7年厚木市訓令第6号)第15条第1項第2号アに規定する電

子決裁起案及び同号イに規定する併用決裁起案については、代決する

旨を登録するものとする。 

第6条 第4条の規定により代決する場合は、押印欄に押印するととも

に、「代」の表示をしなければならない。ただし、厚木市行政文書

取扱規程(昭和49年厚木市告示第82号)第17条第1項第2号アに規定す

る電子決裁起案及び同号ウに規定する併用決裁起案については、こ

の限りでない。 
2 略 2 略 
  
別表第1 共通事項(第8条関係) 別表第1 共通事項(第8条関係) 

(1) 庶務関係 (1) 庶務関係 
決裁

(専決)
区分 

決裁

(専決)
事項 

教育長 部長 次長 課長 備考 

略 
情報

公開 
  ①公開請

求に関

する決

定 
②決定期

間の延

長 
③第三者

の意見

聴取 

    ①学校が

保管す

る行政

文書に

係る事

務を所

掌する

部の長

は、当

該行政

文書の

公開に

係る事

項を専

決 

決裁

(専決)
区分 

決裁

(専決)
事項 

教育長 部長 次長 課長 備考 

略 
情報

公開 
  ①公開請

求に関

する決

定 
②決定期

間の延

長 
③第三者

の意見

聴取 

    ①学校が

保管す

る行政

文書に

係る事

務を所

掌する

部の長

は、当

該行政

文書の

公開に

係る事

項を専

決 



  

     ②文書主

管課長

及び市

長部局

情報公

開主管

課長ま

で合議 
個人

情報

保護 

  ①開示請

求に関

する決

定 
②訂正請

求、利

用停止

請求に

関する

決定 
③決定期

間の延

長 
④第三者

の意見

聴取 

    ①学校が

保有す

る個人

情報に

係る事

務を所

掌する

部の長

は、当

該個人

情報の

保護に

係る事

項を専

決 
②文書主

管課長

及び市

長部局

個人情

報保護

主管課

長まで

合議 
略 

公示

令達 
①規則の

公布 
①重要で

ないが 
  ①定例的

なもの 
①規則並

びに規 

     ②文書主

管部長

及び市

長部局

情報公

開主管

部長ま

で合議 
個人

情報

保護 

  ①開示請

求に関

する決

定 
②訂正請

求、利

用停止

請求に

関する

決定 
③決定期

間の延

長 
④第三者

の意見

聴取 

    ①学校が

保有す

る個人

情報に

係る事

務を所

掌する

部の長

は、当

該個人

情報の

保護に

係る事

項を専

決 
②文書主

管部長

及び市

長部局

個人情

報保護

主管部

長まで

合議 
略 

公示

令達 
①規則の

公布 
①重要で

ないが 
  ①定例的

なもの 
①規則並

びに規 



  

 ②告示、

訓令等

で重要

なもの 

異例な

もの 
 ②他庁か

ら依頼

の公告

掲示 

程形式

の告示

及び訓

令は、

文書主

管部長

及び市

長部局

文書主

管部長

まで合

議 
②規程形

式以外

の告示

は、文

書主管

課長ま

で合議 
略 

 

 ②告示、

訓令等

で重要

なもの 

異例な

もの 
 ②他庁か

ら依頼

の公告

掲示 

程形式

の告示

及び訓

令は、

文書主

管部長

及び市

長部局

文書主

管部長

まで合

議 
②規程形

式以外

の告示

は、文

書主管

課長ま

で合議 
略 

 

(注) 略  (注) 略 
  

 



 資料２  

 

 

 

事務の臨時代理の報告について 

 

 

厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、別紙

のとおり臨時に代理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

 

  令和７年４月２２日提出 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 



 

 

                 

臨 時 代 理 書 

 

 

 厚木市小中学校通学区域再編成委員会委員の委嘱について、別紙のとおりその事務を臨

時に代理する。 

 

 

  令和７年４月１日 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

理由 

厚木市小中学校通学区域再編成委員会委員に欠員が生じたことに伴い、令和７年４月

１日付けで委員を委嘱する必要が生じたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がない

ので、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、そ

の事務を臨時に代理する。 



別 紙                                             （敬称略） 

番

号 
氏名 選出区分 役職名等 任期 

1 倉持
クラモチ

 伸雄
ノブオ

 
規則第3条第6号 

(市内小中学校長の代表) 
厚木市立荻野小学校長 

令和7年4月1日～ 

令和7年9月30日 

 

厚木市小中学校通学区域再編成委員会規則（抜粋） 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) 学識経験者 

(3) 住民自治組織の代表 

(4) 青少年育成団体の代表 

(5) 市内小中学校ＰＴＡの代表 

(6) 市内小中学校長の代表 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 



参考資料 
 

 

【厚木市小中学校通学区域再編成委員会】          （選出区分順、氏名五十音順、敬称略） 

番

号 
氏名 選出区分 役職名等 任期 備考 

1 伊藤
イトウ

 美
ヨシ

孝
タカ

 
規則第3条第1号 

（公募による市民） 
公募による市民 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

2 新倉
ニイクラ

 真由美
マ ユ ミ

 
規則第3条第1号 

（公募による市民） 
公募による市民 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

3 蓮見
ハスミ

 優子
ユウコ

 
規則第3条第2号 

（学識経験者） 

前厚木市小中学校通学区域 

再編成委員会委員長 

元厚木市立厚木小学校長 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

4 葉山
ハヤマ

 神一
シンイチ

 
規則第3条第2号 

（学識経験者） 
元厚木市部長 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

5 原田
ハラダ

 充治
ジュウジ

 

規則第3条第3号 

（住民自治組織の 

代表） 

厚木市自治会連絡協議会 

副会長 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

6 今
イマ

若
ワカ

 直
ナオ

征
ユキ

 

規則第3条第4号 

（青少年育成団体の

代表） 

厚木市青少年健全育成会

連絡協議会理事 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

7 石川
イシカワ

 正和
マサカズ

 

規則第3条第5号 

（市内小中学校 

ＰＴＡの代表） 

厚木市立小中学校ＰＴＡ 

連絡協議会副会長 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

8 師山
モロヤマ

 厚
アツシ

 

規則第3条第5号 

（市内小中学校 

ＰＴＡの代表） 

厚木市立小中学校ＰＴＡ 

連絡協議会副会長 

令和5年10月1日～ 

令和7年9月30日 
 

9 倉持
クラモチ

 伸
ノブ

雄
オ

 

規則第3条第6号 

(市内小中学校長の代

表) 

厚木市立荻野小学校長 
令和7年4月1日～ 

令和7年9月30日 
新任 

10 佐藤
サトウ

 弘幸
ヒロユキ

 

規則第3条第6号 

(市内小中学校長の代

表) 

厚木市立厚木中学校長 
令和6年4月1日～ 

令和7年9月30日 
 

 



資料３ 

 

 

 

事務の臨時代理の報告について 

 

 

厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、別紙

のとおり臨時に代理したので、同規則第６条の規定により報告する。 

 

 

  令和７年４月２２日提出 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 



 

 

                 

臨 時 代 理 書 

 

 

 厚木市学校運営協議会委員の委嘱について、別紙のとおりその事務を臨時に代理する。 

 

 

  令和７年４月１日 

 

                          

厚木市教育委員会 

教育長  佐 後 佳 親 

 

 

 

理由 

 厚木市学校運営協議会委員に欠員が生じたことに伴い、令和７年４月１日付けで委員を

委嘱する必要が生じたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がないので、厚木市教育

委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条の規定により、その事務を臨時に代

理する。 



番
号

氏名 選出区分 学校名 任期

オオキ カズヒコ 令和7年4月1日～
大木 和彦 令和7年5月31日

スギザキ マイ 令和7年4月1日～
杉﨑 麻衣 令和7年5月31日

ニカミ ミチコ 令和7年4月1日～
二上 理子 令和7年5月31日

トビキ アキラ 令和7年4月1日～
戸引 晶 令和7年5月31日

クラモチ　 ノブオ 令和7年4月1日～
倉持　 伸雄 令和8年5月31日

セキネ　 ヒトミ 令和7年4月1日～
関根　 瞳 令和8年5月31日

スギヤマ ヒトシ 令和7年4月1日～
杉山 仁 令和7年5月31日

マツモト カズヤ 令和7年4月1日～
松本 和也 令和7年5月31日

マツシタ コウジ 令和7年4月1日～
松下 幸司 令和7年5月31日

カワハシ アユミ 令和7年4月1日～
川橋 歩美 令和8年5月31日

モリモト マユコ 令和7年4月1日～
森元 繭子 令和8年5月31日

コヤナギ タカシ 令和7年4月1日～
小柳 隆 令和8年5月31日

タドコロ シュンジ 令和7年4月1日～
田所 俊二 令和8年5月31日

ヤクヤマ シン 令和7年4月1日～
役山　 臣 令和8年5月31日

サトウ　 ユリカ 令和7年4月1日～
佐藤　 由理香 令和8年5月31日

ホシノ　 ヒロヨ 令和7年4月1日～
星野　 浩代 令和8年5月31日

イノキ アヤ 令和7年4月1日～
猪木　 彩 令和7年5月31日

スガワラ カツミ 令和7年4月1日～
菅原　 克美 令和7年5月31日

イズミ トモミ 令和7年4月1日～
和泉 友美 令和7年5月31日

ササキ イサオ 令和7年4月1日～
佐々木 勲 令和7年5月31日

5 規則第５条第１項第４号（その他） 荻野小学校

6 規則第５条第１項第４号（その他） 荻野小学校

3 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木小学校

4 規則第５条第１項第４号（その他） 北小学校

別　紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　（学校別、選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

1 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木小学校

2 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木小学校

11 規則第５条第１項第４号（その他） 小鮎小学校

12 規則第５条第１項第４号（その他）
南毛利小学校
戸室小学校
南毛利中学校

9 規則第５条第１項第４号（その他） 清水小学校

10 規則第５条第１項第４号（その他） 小鮎小学校

7 規則第５条第１項第４号（その他） 三田小学校

8 規則第５条第１項第４号（その他） 三田小学校

17 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木第二小学校

18 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木第二小学校

15 規則第５条第１項第４号（その他） 相川小学校

16 規則第５条第１項第４号（その他） 相川小学校

13 規則第５条第１項第４号（その他）
南毛利小学校
戸室小学校
南毛利中学校

14 規則第５条第１項第４号（その他）
南毛利小学校
戸室小学校
南毛利中学校

19 規則第５条第１項第４号（その他）
緑ケ丘小学校
林中学校

20 規則第５条第１項第４号（その他）
緑ケ丘小学校
林中学校

1



番
号

氏名 選出区分 学校名 任期

マツモト メグミ 令和7年4月1日～
松本 恵 令和7年5月31日

マツモト リエ 令和7年4月1日～
松本 里衣 令和8年5月31日

テミズ タツヤ 令和7年4月1日～
手水 達也 令和8年5月31日

マツモト ケン 令和7年4月1日～
松本　 謙 令和8年5月31日

マエダ ナオコ 令和7年4月1日～
前田 奈緒子 令和8年5月31日

ヤマザキ タカシ 令和7年4月1日～
山﨑 隆司 令和8年5月31日

サトウ テツタロウ 令和7年4月1日～
佐藤 哲太郎 令和8年5月31日

セキグチ アキコ 令和7年4月1日～
関口 明子 令和8年5月31日

スギザキ タカアキ 令和7年4月1日～
杉﨑 貴明 令和8年5月31日

ササキ ミツグ 令和7年4月1日～
佐々木 貢 令和8年5月31日

アオヤマ 令和7年4月1日～
青山 さやか 令和7年5月31日

イシイ 　　　　　　コ 令和7年4月1日～
石井 せつ子 令和7年5月31日

オシキリ ハルミ 令和7年4月1日～
押切 晴美 令和7年5月31日

イトウ ヒロコ 令和7年4月1日～
伊東 弘子 令和8年5月31日

スギモト フミコ 令和7年4月1日～
杉本 文子 令和8年5月31日

タグチ ミチコ 令和7年4月1日～
田口 美智子 令和7年5月31日

ツクニ ヒロカズ 令和7年4月1日～
津國 洋和 令和7年5月31日

ナカミチ ユウキ 令和7年4月1日～
中道　 裕希 令和7年5月31日

ヒビノ カズキ 令和7年4月1日～
日比野 一輝 令和7年5月31日

カトウ リョウスケ 令和7年4月1日～
加藤 亮介 令和7年5月31日

23 規則第５条第１項第４号（その他） 鳶尾小学校

24 規則第５条第１項第４号（その他） 鳶尾小学校

21 規則第５条第１項第４号（その他）
緑ケ丘小学校
林中学校

22 規則第５条第１項第４号（その他） 妻田小学校

29 規則第５条第１項第４号（その他） 飯山小学校

30 規則第５条第１項第４号（その他） 森の里小学校

27 規則第５条第１項第４号（その他） 上荻野小学校

28 規則第５条第１項第４号（その他） 上荻野小学校

25 規則第５条第１項第４号（その他） 毛利台小学校

26 規則第５条第１項第４号（その他） 毛利台小学校

35 規則第５条第１項第４号（その他） 戸田小学校

36 規則第５条第１項第４号（その他） 上依知小学校

33 規則第５条第１項第４号（その他） 依知小学校

34 規則第５条第１項第４号（その他） 戸田小学校

31 規則第５条第１項第４号（その他） 依知小学校

32 規則第５条第１項第４号（その他） 依知小学校

39 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木中学校

40 規則第５条第１項第４号（その他） 依知中学校

37 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木中学校

38 規則第５条第１項第４号（その他） 厚木中学校

2



番
号

氏名 選出区分 学校名 任期

サイトウ レイコ 令和7年4月1日～
齊藤 玲子 令和7年5月31日

コジマ　 ケイスケ 令和7年4月1日～
小島　 慧佑 令和7年5月31日

タテベ　 ケイイチ 令和7年4月1日～
建部　 圭一 令和7年5月31日

ミヤザキ　 シュンイチ 令和7年4月1日～
宮崎　 俊一 令和7年5月31日

トクナガ　 チカヨ 令和7年4月1日～
德永　 千佳代 令和8年5月31日

ヤマカワ　 カズヒサ 令和7年4月1日～
山川　 和寿 令和8年5月31日

ナガオケ チアキ 令和7年4月1日～
永桶 千秋 令和8年5月31日

クラハシ カズヒサ 令和7年4月1日～
倉橋 一久 令和7年5月31日

カネミツ セイゴウ 令和7年4月1日～
金光 静剛 令和7年5月31日

ウメキ マサヒロ 令和7年4月1日～
梅木 雅弘 令和8年5月31日

シマ ノリコ 令和7年4月1日～
島 紀子 令和8年5月31日

ヤマダ タケアキ 令和7年4月1日～
山田 剛彰 令和8年5月31日

カワワ ムツミ 令和7年4月1日～
川勾 睦 令和7年5月31日

フルヤ ダイスケ 令和7年4月1日～
古谷 大輔 令和7年5月31日

ヨシダ ヤスアキ 令和7年4月1日～
吉田 泰明 令和8年5月31日

41 規則第５条第１項第４号（その他） 依知中学校

42 規則第５条第１項第４号（その他） 睦合中学校

47 規則第５条第１項第４号（その他） 玉川中学校

48 規則第５条第１項第４号（その他） 東名中学校

45 規則第５条第１項第４号（その他） 小鮎中学校

46 規則第５条第１項第４号（その他） 小鮎中学校

43 規則第５条第１項第４号（その他） 睦合中学校

44 規則第５条第１項第４号（その他） 睦合中学校

53 規則第５条第１項第４号（その他） 睦合東中学校

54 規則第５条第１項第４号（その他） 睦合東中学校

51 規則第５条第１項第４号（その他） 森の里中学校

52 規則第５条第１項第４号（その他） 森の里中学校

49 規則第５条第１項第４号（その他） 藤塚中学校

50 規則第５条第１項第４号（その他） 森の里中学校

55 規則第５条第１項第４号（その他） 相川中学校
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　　　　厚木市学校運営協議会規則（抜粋）

（委員の構成等）

第５条　協議会の委員は、20人以内（２以上の学校について１の協議会を設置したときにあっては、教

　育委員会が当該対象学校の校長と協議して定める人数）とし、次に掲げる者のうちから、教育委員

　会が委嘱し、又は任命する。

　(1) 当該対象学校に在籍する児童生徒の保護者

　(2) 当該対象学校の学区内に居住する住民

　(3) 当該対象学校の運営に資する活動を行う者

　(4) その他教育委員会が適当と認める者

２　対象学校の校長は、委員について候補となる者を教育委員会に推薦することができる。

３　教育委員会は、前項の規定による委員の推薦が当該対象学校の校長からあったときは、これを

　尊重する。

４　委員の任期は、委嘱又は任命の日から２年以内において教育委員会が定める期間とする。ただ

　し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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参考資料

【厚木小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

カトウ ナオコ 令和5年6月1日～
加藤 菜穂子 令和7年5月31日

キタムラ フトシ 令和5年6月1日～
北村 太 令和7年5月31日

コジマ ケイタ 令和5年6月1日～
小島 圭太 令和7年5月31日

サトウ クミコ 令和5年6月1日～
佐藤 久美子 令和7年5月31日

ナガイ サトシ 令和5年6月1日～
永井 智士 令和7年5月31日

イナミ オサム 令和5年6月1日～
伊波 修 令和7年5月31日

シミズ タツヒロ 令和5年6月1日～
清水 辰弘 令和7年5月31日

タカギ キヨミ 令和5年6月1日～
髙木 清美 令和7年5月31日

ナカムラ ユタカ 令和5年6月1日～
中村 豊 令和7年5月31日

ハスミ ユウコ 令和5年6月1日～
蓮見 優子 令和7年5月31日

ヤナギタ コウタロウ 令和5年6月1日～
柳田 光太郎 令和7年5月31日

マミヤ ユカ 令和5年6月1日～
間宮 結花 令和7年5月31日

エンドウ マサル 令和5年6月1日～
遠藤 勝 令和7年5月31日

オオキ カズヒコ 令和7年4月1日～
大木 和彦 令和7年5月31日

シミズ リョウ 令和5年6月1日～
清水 良 令和7年5月31日

シライシ ユキコ 令和5年6月1日～
白石 由紀子 令和7年5月31日

スギザキ マイ 令和7年4月1日～
杉﨑 麻衣 令和7年5月31日

ナオシマ ヒロカズ 令和5年6月1日～
直島 博和 令和7年5月31日

ナガサカ クニヒロ 令和5年6月1日～
長坂 国弘 令和7年5月31日

ニカミ ミチコ 令和7年4月1日～
二上 理子 令和7年5月31日

規則第５条第１項第２号（住民）

規則第５条第１項第２号（住民）

13

14

15

7

8

9

10

11

12

規則第５条第１項第２号（住民）

規則第５条第１項第２号（住民）

規則第５条第１項第２号（住民）

規則第５条第１項第２号（住民）

規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

規則第５条第１項第１号（保護者）

規則第５条第１項第１号（保護者）

規則第５条第１項第１号（保護者）

規則第５条第１項第１号（保護者）

規則第５条第１項第１号（保護者）

3

4

5

19

20

16

17

18

6

1

2

規則第５条第１項第４号（その他）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

規則第５条第１項第４号（その他）

規則第５条第１項第４号（その他）

規則第５条第１項第４号（その他）

新任

規則第５条第１項第４号（その他）

　

新任

　

　

　

　

　

新任

　

規則第５条第１項第４号（その他）

規則第５条第１項第４号（その他）

規則第５条第１項第４号（その他）
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【北小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

オオツカ カズノリ 令和6年6月1日～
大塚 和徳 令和7年5月31日

シラカワ ユミコ 令和5年6月1日～
白川 由美子 令和7年5月31日

トウハラ ミエコ 令和5年6月1日～
當原 美枝子 令和7年5月31日

アマリ マサオ 令和5年6月1日～
甘利 雅雄 令和7年5月31日

イノウエ ハツミ 令和5年6月1日～
井上 初美 令和7年5月31日

イワサキ 　　　　　コ 令和5年6月1日～
岩﨑 さえ子 令和7年5月31日

ウシオダ ハルオ 令和5年6月1日～
潮田 春男 令和7年5月31日

カワサキ イサオ 令和5年6月1日～
川崎 勲 令和7年5月31日

サイトウ タカヒロ 令和5年6月1日～
齋藤 孝弘 令和7年5月31日

ハシモト タカヨシ 令和5年6月1日～
橋本 孝義 令和7年5月31日

フジモト ヨシコ 令和5年6月1日～
藤本 佳子 令和7年5月31日

ミナガワ ツギオ 令和5年6月1日～
皆川 次男 令和7年5月31日

ウチヤマ ジュン 令和5年6月1日～
内山 遵 令和7年5月31日

カワノ ユミコ 令和5年6月1日～
川野 由美子 令和7年5月31日

アダチ トシエ 令和5年6月1日～
安達 利江 令和7年5月31日

イド サチコ 令和5年6月1日～
井戸 幸子 令和7年5月31日

イワマツ ミカ 令和5年6月1日～
岩松 美佳 令和7年5月31日

トビキ アキラ 令和7年4月1日～
戸引 晶 令和7年5月31日

ミワタ ヒデオ 令和6年6月1日～
三和田 秀夫 令和7年5月31日

ヤマダ ミサコ 令和5年6月1日～
山田 美沙子 令和7年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

11 規則第５条第１項第２号（住民） 　

12 規則第５条第１項第２号（住民） 　

13
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

14
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

20 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【荻野小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

モリクボ ダイスケ 令和6年6月1日～
森久保 大輔 令和8年5月31日

コモト ヒロジ 令和6年6月1日～
小本 寛司 令和8年5月31日

サタ ヒトミ 令和6年6月1日～
佐多 仁巳 令和8年5月31日

モトハシ マコト 令和6年6月1日～
本橋 誠 令和8年5月31日

ワカスギ シゲミ 令和6年6月1日～
若杉 重美 令和8年5月31日

イノウエ タイチ 令和6年6月1日～
井上 太一 令和8年5月31日

キムラ リュウタ 令和6年6月1日～
木村 竜太 令和8年5月31日

クラモチ　 ノブオ 令和7年4月1日～
倉持　 伸雄 令和8年5月31日

セキネ　 ヒトミ 令和7年4月1日～
関根　 瞳 令和8年5月31日

ヒダカ サエリ 令和6年6月1日～
日高 沙恵理 令和8年5月31日

ヤマダ サトシ 令和6年6月1日～
山田 悟 令和8年5月31日

ユモト アヤノ 令和6年6月1日～
湯元 亜矢乃 令和8年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

7 規則第５条第１項第４号（その他） 　

8 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

9 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【三田小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アカホシ ユウタ 令和5年6月1日～
赤星 友太 令和7年5月31日

カトウ サワコ 令和6年6月1日～
加藤 佐和子 令和7年5月31日

マツモト カズユキ 令和6年6月1日～
松本 和之 令和7年5月31日

ミウラ サトシ 令和5年6月1日～
三浦 智史 令和7年5月31日

アンナカ オサム 令和6年6月1日～
安中 理 令和7年5月31日

カドタ ミエコ 令和6年6月1日～
門田 美惠子 令和7年5月31日

シガ シゲマサ 令和5年6月1日～
志賀 繁政 令和7年5月31日

ソデサワ ヨシハル 令和5年6月1日～
袖澤 良春 令和7年5月31日

タカハシ ジュンコ 令和5年6月1日～
髙橋 純子 令和7年5月31日

サトウ ノリコ 令和5年6月1日～
佐藤 典子 令和7年5月31日

オオキタ タダシ 令和6年4月1日～
大北　 忠 令和7年5月31日

サクマ ユリコ 令和5年6月1日～
佐久間 有里子 令和7年5月31日

スギヤマ ヒトシ 令和7年4月1日～
杉山 仁 令和7年5月31日

タカザワ ヒロヒデ 令和5年6月1日～
髙澤 博英 令和7年5月31日

タテベ リカ 令和5年6月1日～
建部 里香 令和7年5月31日

ナオシマ サキコ 令和5年6月1日～
直島 早希子 令和7年5月31日

マツモト カズヤ 令和7年4月1日～
松本 和也 令和7年5月31日

ミツハシ イズミ 令和5年6月1日～
三橋 泉 令和7年5月31日

モウリ ノボル 令和5年6月1日～
毛利 曻 令和7年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【清水小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

オカダ ケイコ 令和5年6月1日～
岡田 桂子 令和7年5月31日

ハタケヤマ シゲノブ 令和5年6月1日～
畠山 繁伸 令和7年5月31日

ミスミ ユウキ 令和5年6月1日～
三角 夕紀 令和7年5月31日

サトウ サチオ 令和5年6月1日～
佐藤 幸男 令和7年5月31日

テラダ ヒロマサ 令和5年6月1日～
寺田 博正 令和7年5月31日

フクオカ ノリアキ 令和5年6月1日～
福岡 典秋 令和7年5月31日

フタエサク エミコ 令和5年6月1日～
二重作 恵美子 令和7年5月31日

ミツタケ ヨリコ 令和5年6月1日～
光武 從子 令和7年5月31日

ヤクヤマ ミチコ 令和5年6月1日～
役山 美智子 令和7年5月31日

ナガイ アキラ 令和5年6月1日～
永井 明 令和7年5月31日

ホソノ キヨミ 令和5年6月1日～
細野 貴世美 令和7年5月31日

キクチ ヨシカズ 令和6年4月1日～
菊池 義和 令和7年5月31日

セキ シゲノリ 令和5年6月1日～
関 恵紀 令和7年5月31日

ナカノ カズトキ 令和5年6月1日～
中野 和辰 令和7年5月31日

マタムラ タカオ 令和5年6月1日～
又村 孝夫 令和7年5月31日

マツシタ コウジ 令和7年4月1日～
松下 幸司 令和7年5月31日

モチマル シゲキ 令和5年6月1日～
持丸 茂樹 令和7年5月31日

ワタベ チエコ 令和6年4月1日～
渡部 千惠子 令和7年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【小鮎小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ウスイ モトキ 令和6年6月1日～
臼井 基樹 令和8年5月31日

テラサワ ユウカ 令和6年6月1日～
寺澤 優香 令和8年5月31日

ナカノ マミ 令和6年6月1日～
中野 眞美 令和8年5月31日

ミズシマ コウタ 令和6年6月1日～
水島 康太 令和8年5月31日

エンドウ アキジ 令和6年6月1日～
遠藤 明司 令和8年5月31日

ハタテ タスク 令和6年6月1日～
旗手 扶 令和8年5月31日

マツダ アイコ 令和6年6月1日～
松田 愛子 令和8年5月31日

イシカワ シゲコ 令和6年6月1日～
石川 茂子 令和8年5月31日

エガミ ジュンコ 令和6年6月1日～
江上 純子 令和8年5月31日

カワハシ アユミ 令和7年4月1日～
川橋 歩美 令和8年5月31日

コジマ アツコ 令和6年6月1日～
小島 厚子 令和8年5月31日

コセムラ ユウコ 令和6年6月1日～
古瀬村 優子 令和8年5月31日

スズキ ツトム 令和6年6月1日～
鈴木 努 令和8年5月31日

ニシサコ ハツミ 令和6年6月1日～
西迫 初美 令和8年5月31日

ニシミヤ ノブオ 令和6年6月1日～
西宮 信夫 令和8年5月31日

ハヤサカ ヨウコ 令和6年6月1日～
早坂 曜子 令和8年5月31日

モリモト マユコ 令和7年4月1日～
森元 繭子 令和8年5月31日

ワダ ヨシエ 令和6年6月1日～
和田 由恵 令和8年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第４号（その他） 　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【南毛利小学校・戸室小学校・南毛利中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

イトウ トモユキ 令和6年6月1日～
伊藤 智之 令和8年5月31日

シミズ ユウスケ 令和6年6月1日～
清水 佑将 令和8年5月31日

イシザワ 　　　　　エ 令和6年6月1日～
石澤 ふじ枝 令和8年5月31日

ウエハラ マサエ 令和6年6月1日～
上原 正枝 令和8年5月31日

オカダ アツコ 令和6年6月1日～
岡田 敦子 令和8年5月31日

カトウ エイシュウ 令和6年6月1日～
加藤 英宗 令和8年5月31日

カンザキ リョウイチ 令和6年6月1日～
神崎 良一 令和8年5月31日

コジマ タダシ 令和6年6月1日～
小島 正 令和8年5月31日

サイトウ タカヒロ 令和6年6月1日～
齋藤 隆浩 令和8年5月31日

タケイ アヤコ 令和6年6月1日～
武井 綾子 令和8年5月31日

ナガミネ マキコ 令和6年6月1日～
長峯 牧子 令和8年5月31日

ニイクラ ケイイチ 令和6年6月1日～
新倉 啓一 令和8年5月31日

ニシムラ ケイジ 令和6年6月1日～
西村 惠二 令和8年5月31日

ミゾロキ アサコ 令和6年6月1日～
溝呂木 朝子 令和8年5月31日

ムロタ ヨウコ 令和6年6月1日～
室田 陽子 令和8年5月31日

ヤマグチ イズミ 令和6年6月1日～
山口 泉 令和8年5月31日

ユモト ヒロカズ 令和6年6月1日～
湯本 博一 令和8年5月31日

オオヤマ ユウイチ 令和6年6月1日～
大山 裕一 令和8年5月31日

カツマタ エツロウ 令和6年6月1日～
勝亦 悦郎 令和8年5月31日

サトウ タクヤ 令和6年6月1日～
佐藤 拓也 令和8年5月31日

19
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

20
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

17 規則第５条第１項第２号（住民） 　

18
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

15 規則第５条第１項第２号（住民） 　

16 規則第５条第１項第２号（住民） 　

13 規則第５条第１項第２号（住民） 　

14 規則第５条第１項第２号（住民） 　

11 規則第５条第１項第２号（住民） 　

12 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　
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番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ヨシオカ トシコ 令和6年6月1日～
吉岡 壽子 令和8年5月31日

ワダ キミコ 令和6年6月1日～
和田 仁子 令和8年5月31日

オガタ 　 令和6年6月1日～
尾形 いくみ 令和8年5月31日

オノ ナツコ 令和6年6月1日～
小野 奈津子 令和8年5月31日

カトウ マサキ 令和6年6月1日～
加藤 雅樹 令和8年5月31日

カトウ ミユキ 令和6年6月1日～
加藤 美由 令和8年5月31日

コシオ ハルミ 令和6年6月1日～
小塩 晴美 令和8年5月31日

コジマ タカヨシ 令和6年6月1日～
児島 孝佳 令和8年5月31日

コバヤシ ケンスケ 令和6年6月1日～
小林 憲輔 令和8年5月31日

コヤナギ タカシ 令和7年4月1日～
小柳 隆 令和8年5月31日

サイトウ ユウ 令和6年6月1日～
齋藤 優 令和8年5月31日

サカベ エイコ 令和6年6月1日～
坂部 詠子 令和8年5月31日

シムラ チエミ 令和6年6月1日～
志村 智恵美 令和8年5月31日

スギヤマ シゲオ 令和6年6月1日～
杉山 繁雄 令和8年5月31日

タカミネ ユウコ 令和6年6月1日～
高峰 裕子 令和8年5月31日

タドコロ シュンジ 令和7年4月1日～
田所 俊二 令和8年5月31日

タムラ ヨシユキ 令和6年6月1日～
田村 賛幸 令和8年5月31日

トミツカ 　 令和6年6月1日～
冨塚 ひとみ 令和8年5月31日

ナメガヤ ゴウ 令和6年6月1日～
行谷 豪 令和8年5月31日

ナンバ カオリ 令和6年6月1日～
難波 香織 令和8年5月31日

39 規則第５条第１項第４号（その他） 　

40 規則第５条第１項第４号（その他） 　

37 規則第５条第１項第４号（その他） 　

38 規則第５条第１項第４号（その他） 　

35 規則第５条第１項第４号（その他） 　

36 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

33 規則第５条第１項第４号（その他） 　

34 規則第５条第１項第４号（その他） 　

31 規則第５条第１項第４号（その他） 　

32 規則第５条第１項第４号（その他） 　

29 規則第５条第１項第４号（その他） 　

30 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

27 規則第５条第１項第４号（その他） 　

28 規則第５条第１項第４号（その他） 　

25 規則第５条第１項第４号（その他） 　

26 規則第５条第１項第４号（その他） 　

23 規則第５条第１項第４号（その他） 　

24 規則第５条第１項第４号（その他） 　

21
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

22
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）
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番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ハナウエ カズミ 令和6年6月1日～
花上 和巳 令和8年5月31日

ヒョウモト ケイ 令和6年6月1日～
兵本 圭 令和8年5月31日

ヒロセ シュウイチ 令和6年6月1日～
廣瀬 修一 令和8年5月31日

フクミツ アキヒサ 令和6年6月1日～
福満 昭久 令和8年5月31日

ミヤシタ ナオミ 令和6年6月1日～
宮下 直美 令和8年5月31日

ヤクヤマ シン 令和7年4月1日～
役山　 臣 令和8年5月31日

ヨロキ ヤスノリ 令和6年6月1日～
萬木 康哲 令和8年5月31日

47 規則第５条第１項第４号（その他） 　

45 規則第５条第１項第４号（その他） 　

46 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

43 規則第５条第１項第４号（その他） 　

44 規則第５条第１項第４号（その他） 　

41 規則第５条第１項第４号（その他） 　

42 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【相川小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アリサカ カツユキ 令和6年6月1日～
有坂 克幸 令和8年5月31日

イデ リョウイチ 令和6年6月1日～
井出 良一 令和8年5月31日

マエダ ユキヤ 令和6年6月1日～
前田 行哉 令和8年5月31日

モウリ ユウスケ 令和6年6月1日～
毛利 祐介 令和8年5月31日

アライ リカ 令和6年6月1日～
新井 利佳 令和8年5月31日

イケベ フミコ 令和6年6月1日～
池邊 史子 令和8年5月31日

ツツミ タカコ 令和6年6月1日～
堤 貴子 令和8年5月31日

ミヤマエ フキコ 令和6年6月1日～
宮前 富貴子 令和8年5月31日

ヤマグチ ハルヒサ 令和6年6月1日～
山口 治久 令和8年5月31日

サカヤ ミユキ 令和6年6月1日～
酒谷 美由紀 令和8年5月31日

ハタ ケイコ 令和6年6月1日～
秦 啓子 令和8年5月31日

ハマダ ダイスケ 令和6年6月1日～
濵田 大輔 令和8年5月31日

オオタガキ ヒロシ 令和6年6月1日～
大田垣 洋 令和8年5月31日

オカベ キヨミ 令和6年6月1日～
岡部 清美 令和8年5月31日

サトウ　 ユリカ 令和7年4月1日～
佐藤　 由理香 令和8年5月31日

ハシバ カツシ 令和6年6月1日～
端場 勝志 令和8年5月31日

ハナウエ ナミ 令和6年6月1日～
花上 奈美 令和8年5月31日

ホシノ　 ヒロヨ 令和7年4月1日～
星野　 浩代 令和8年5月31日

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

15 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　
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【厚木第二小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アベ マユミ 令和5年6月1日～
阿部 真弓 令和7年5月31日

イケダ ユウキ 令和5年6月1日～
池田 祐樹 令和7年5月31日

タマル ユカ 令和5年6月1日～
田丸 由加 令和7年5月31日

ハナウエ マリコ 令和5年6月1日～
花上 麻理子 令和7年5月31日

ヨシオカ タクマ 令和5年6月1日～
吉岡 拓磨 令和7年5月31日

イワツキ ノブオ 令和5年6月1日～
岩月 宣雄 令和7年5月31日

ウチウミ マサアキ 令和5年6月1日～
内海 政明 令和7年5月31日

サクガワ シゲル 令和5年6月1日～
作川 茂 令和7年5月31日

クマザキ マサシ 令和5年6月1日～
熊﨑 昌司 令和7年5月31日

コジマ リツコ 令和5年6月1日～
小島 律子 令和7年5月31日

イノキ アヤ 令和7年4月1日～
猪木　 彩 令和7年5月31日

シザワ ノブコ 令和5年6月1日～
志澤 寛子 令和7年5月31日

シンカワ ツトム 令和6年6月1日～
新川 勉 令和7年5月31日

スガワラ カツミ 令和7年4月1日～
菅原　 克美 令和7年5月31日

スガワラ マリコ 令和6年4月1日～
菅原 真理子 令和7年5月31日

スズキ マサコ 令和6年6月1日～
鈴木 雅子 令和7年5月31日

ヤハタ トモユキ 令和5年6月1日～
八幡 智行 令和7年5月31日

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　
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【緑ケ丘小学校・林中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

オガワ タカシ 令和5年6月1日～
小川 貴 令和7年5月31日

タキザワ セイイチ 令和5年6月1日～
滝澤 聖一 令和7年5月31日

カサイ トシヤ 令和5年6月1日～
河西 利也 令和7年5月31日

カワセ ヒロユキ 令和5年6月1日～
川瀬 寛之 令和7年5月31日

コヤナギ シゲル 令和5年6月1日～
小柳 滋 令和7年5月31日

タムラ カツトシ 令和5年6月1日～
田村 勝利 令和7年5月31日

ナカムラ 　　　　　コ 令和5年6月1日～
中村 ルミ子 令和7年5月31日

ハヤマ シュウジ 令和5年6月1日～
葉山 修次 令和7年5月31日

ヒラノ リョウジ 令和5年6月1日～
平野 亮二 令和7年5月31日

モリ ヤスノブ 令和5年6月1日～
森 康信 令和7年5月31日

イノウエ トシアキ 令和6年6月1日～
井上 敏昭 令和7年5月31日

タカハシ イクコ 令和5年6月1日～
高橋 育子 令和7年5月31日

イズ フミコ 令和5年6月1日～
伊豆 文子 令和7年5月31日

イズミ トモミ 令和7年4月1日～
和泉 友美 令和7年5月31日

ウエムラ シズエ 令和5年6月1日～
上村 志寿江 令和7年5月31日

キタムラ サンシロウ 令和5年6月1日～
北村 三四郎 令和7年5月31日

キムラ サトシ 令和5年6月1日～
木村 聡 令和7年5月31日

クマサカ タカシ 令和5年6月1日～
熊坂 崇 令和7年5月31日

ササキ イサオ 令和7年4月1日～
佐々木 勲 令和7年5月31日

タナベ ヒロユキ 令和6年4月1日～
田邉 浩之 令和7年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

20 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

16



番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ナカノ カズトキ 令和6年6月1日～
中野 和辰 令和7年5月31日

ハナイエ ヒロアキ 令和5年6月1日～
花家 裕昭 令和7年5月31日

マツモト メグミ 令和7年4月1日～
松本 恵 令和7年5月31日

ミカミ ミキ 令和6年4月1日～
三上 美樹 令和7年5月31日

ムナカタ エリ 令和5年6月1日～
宗形 恵里 令和7年5月31日

25 規則第５条第１項第４号（その他） 　

23 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

24 規則第５条第１項第４号（その他） 　

21 規則第５条第１項第４号（その他） 　

22 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17



【妻田小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

イシカワ マサカズ 令和6年6月1日～
石川 正和 令和8年5月31日

シノザキ ナオキ 令和6年6月1日～
篠崎 直紀 令和8年5月31日

モロヤマ アツシ 令和6年6月1日～
師山 厚 令和8年5月31日

シライシ トオル 令和6年6月1日～
白石 透 令和8年5月31日

タカミヤ ユカ 令和6年6月1日～
高宮 由香 令和8年5月31日

ナカノ ヨウイチ 令和6年6月1日～
中野 洋一 令和8年5月31日

イノクマ タカシ 令和6年6月1日～
猪熊 孝志 令和8年5月31日

ツカハラ カズエ 令和6年6月1日～
塚原 一惠 令和8年5月31日

アベ コウヘイ 令和6年6月1日～
阿部 幸平 令和8年5月31日

アラ マサヨ 令和6年6月1日～
荒 正代 令和8年5月31日

カワウチ コウヘイ 令和6年6月1日～
川内 耕平 令和8年5月31日

コジマ 　　　　　コ 令和6年6月1日～
小島 あき子 令和8年5月31日

コバヤシ ナオキ 令和6年6月1日～
小林 直樹 令和8年5月31日

ツチヤマ コウイチ 令和6年6月1日～
土山 幸一 令和8年5月31日

ナカノ ヒロマサ 令和6年6月1日～
中野 裕正 令和8年5月31日

マツモト リエ 令和7年4月1日～
松本 里衣 令和8年5月31日

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9 規則第５条第１項第４号（その他） 　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

8
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

18



【鳶尾小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

カナイ タカシ 令和6年6月1日～
金井 貴志 令和8年5月31日

トクナガ ユウスケ 令和6年6月1日～
德永 裕介 令和8年5月31日

ナガサト ゲンキ 令和6年6月1日～
永里 源気 令和8年5月31日

ヨコザワ リョウヘイ 令和6年6月1日～
横澤 亮平 令和8年5月31日

オノ ハルミ 令和6年6月1日～
小野 晴巳 令和8年5月31日

オノデラ ノブオ 令和6年6月1日～
小野寺 信郎 令和8年5月31日

カワサキ エイジ 令和6年6月1日～
川崎 英司 令和8年5月31日

スズキ 　 令和6年6月1日～
鈴木 さなえ 令和8年5月31日

ツチヤ トモオ 令和6年6月1日～
土谷 知男 令和8年5月31日

ハヤシ モトハル 令和6年6月1日～
林 元春 令和8年5月31日

タナハシ トシユキ 令和6年6月1日～
棚橋 俊之 令和8年5月31日

ナガサト ヨシユキ 令和6年6月1日～
永里 芳之 令和8年5月31日

マシコ シュウジ 令和6年6月1日～
猿子 修司 令和8年5月31日

アサイ ケイコ 令和6年6月1日～
朝井 慶子 令和8年5月31日

アダチ マサル 令和6年6月1日～
足達 勝 令和8年5月31日

エド マサヒデ 令和6年6月1日～
江戸 正英 令和8年5月31日

カネコ ヒトミ 令和6年6月1日～
金子 仁美 令和8年5月31日

テミズ タツヤ 令和7年4月1日～
手水 達也 令和8年5月31日

ナリタ ジュンヤ 令和6年6月1日～
成田 潤也 令和8年5月31日

マツモト ケン 令和7年4月1日～
松本　 謙 令和8年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

20 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

19



【毛利台小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

オオカワ リエ 令和6年6月1日～
大川 利恵 令和8年5月31日

カシワギ ヒデアキ 令和6年6月1日～
柏木 秀明 令和8年5月31日

コガネイ ヨウスケ 令和6年6月1日～
黄金井 陽介 令和8年5月31日

モリ マイ 令和6年6月1日～
森 麻衣 令和8年5月31日

アキヤマ カツシゲ 令和6年6月1日～
秋山 勝茂 令和8年5月31日

アサカワ エイジ 令和6年6月1日～
浅川 英次 令和8年5月31日

アライ ノリユキ 令和6年6月1日～
荒井 教之 令和8年5月31日

オクダ ナナヨ 令和6年6月1日～
奥田 七代 令和8年5月31日

ナンバ マサシ 令和6年6月1日～
南波 正志 令和8年5月31日

マエダ テルコ 令和6年6月1日～
前田 照子 令和8年5月31日

ヨシノ ミヨコ 令和6年6月1日～
吉野 見代子 令和8年5月31日

カタハラ ヨウジ 令和6年6月1日～
片原 陽児 令和8年5月31日

ナワタ ナオミ 令和6年6月1日～
縄田 奈緒美 令和8年5月31日

イノウエ アキラ 令和6年6月1日～
井上 章 令和8年5月31日

サカベ エイコ 令和6年6月1日～
坂部 詠子 令和8年5月31日

タカハシ リョウタ 令和6年6月1日～
髙橋 亮太 令和8年5月31日

トビキ 　　　　コ 令和6年6月1日～
戸引 もと子 令和8年5月31日

マエダ ナオコ 令和7年4月1日～
前田 奈緒子 令和8年5月31日

ヤマザキ タカシ 令和7年4月1日～
山﨑 隆司 令和8年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第２号（住民） 　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

20



【上荻野小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

シモダ ナオコ 令和6年6月1日～
下田 修子 令和8年5月31日

ムラタ リュウスケ 令和6年6月1日～
村田 龍介 令和8年5月31日

アライ ヒロアキ 令和6年6月1日～
新井 寛明 令和8年5月31日

イケダ ヒロユキ 令和6年6月1日～
池田 浩幸 令和8年5月31日

イノウエ マコト 令和6年6月1日～
井上 允 令和8年5月31日

オクワキ タカシ 令和6年6月1日～
奥脇 岳 令和8年5月31日

オチアイ リキヤ 令和6年6月1日～
落合 力也 令和8年5月31日

タナカ ミツル 令和6年6月1日～
田中 満 令和8年5月31日

サクマ シンイチ 令和6年6月1日～
佐久間 新一 令和8年5月31日

アベ ヨウコ 令和6年6月1日～
阿部 容子 令和8年5月31日

コジマ タカシ 令和6年6月1日～
小島 卓 令和8年5月31日

サトウ テツタロウ 令和7年4月1日～
佐藤 哲太郎 令和8年5月31日

セキグチ アキコ 令和7年4月1日～
関口 明子 令和8年5月31日

ソネ ゲンイチ 令和6年6月1日～
曽根 源一 令和8年5月31日

マツモト タカヒロ 令和6年6月1日～
松本 崇寛 令和8年5月31日

ミカミ タケシ 令和6年6月1日～
三上 剛 令和8年5月31日

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

9
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

21



【飯山小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ユウキ マサトモ 令和6年6月1日～
結城 政朝 令和8年5月31日

ヨネヤマ リュウコウ 令和6年6月1日～
米山 隆弘 令和8年5月31日

イシヅキ アキコ 令和6年6月1日～
石月 晶子 令和8年5月31日

エンドウ アキジ 令和6年6月1日～
遠藤 明司 令和8年5月31日

オオタカ ヨウイチ 令和6年6月1日～
大髙 陽一 令和8年5月31日

カイモリ マサユキ 令和6年6月1日～
貝森 征行 令和8年5月31日

カワタ フサエ 令和6年6月1日～
川田 房江 令和8年5月31日

シムラ マキ 令和6年6月1日～
志村 真希 令和8年5月31日

ヤマダ カズヒロ 令和6年6月1日～
山田 和広 令和8年5月31日

イイタニ ユウコ 令和6年6月1日～
飯谷 裕子 令和8年5月31日

オオニシ ケイジ 令和6年6月1日～
大西 慶二 令和8年5月31日

ヤマダ 　　　　　コ 令和6年6月1日～
山田 くみ子 令和8年5月31日

ウエカワ トモミ 令和6年6月1日～
上川 友美 令和8年5月31日

エンドウ ツヨシ 令和6年6月1日～
遠藤 剛 令和8年5月31日

オザワ カズヒト 令和6年6月1日～
小澤 一仁 令和8年5月31日

カワカミ ミホ 令和6年6月1日～
川上 美穂 令和8年5月31日

スギザキ タカアキ 令和7年4月1日～
杉﨑 貴明 令和8年5月31日

セキノ サトシ 令和6年6月1日～
関野 聡 令和8年5月31日

ハヤシ マサトシ 令和6年6月1日～
林 昌利 令和8年5月31日

フジサキ ユウコ 令和6年6月1日～
藤崎 裕子 令和8年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

20 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

22



【森の里小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ムラカミ アヤコ 令和6年6月1日～
村上 絢子 令和8年5月31日

ムラカミ トモユキ 令和6年6月1日～
村上 智之 令和8年5月31日

アオキ シンジ 令和6年6月1日～
青木 信二 令和8年5月31日

アサクラ キョウコ 令和6年6月1日～
淺倉 京子 令和8年5月31日

イシザキ ヒロユキ 令和6年6月1日～
石﨑 洋之 令和8年5月31日

イマワカ ナオユキ 令和6年6月1日～
今若 直征 令和8年5月31日

シマダ カオル 令和6年6月1日～
嶋田 薫 令和8年5月31日

ソネ チハル 令和6年6月1日～
曽根 千晴 令和8年5月31日

ナカガワ ヨウタ 令和6年6月1日～
中川 洋太 令和8年5月31日

ナガシマ シンイチ 令和6年6月1日～
永嶋 信一 令和8年5月31日

ハラダ ジュウジ 令和6年6月1日～
原田 充治 令和8年5月31日

ミヤノ トシミ 令和6年6月1日～
宮野 利美 令和8年5月31日

イイダ カナ 令和6年6月1日～
飯田 佳奈 令和8年5月31日

イシダ ハヤト 令和6年6月1日～
石田 勇人 令和8年5月31日

オオタ タカシ 令和6年6月1日～
太田 隆 令和8年5月31日

ササキ ミツグ 令和7年4月1日～
佐々木 貢 令和8年5月31日

スダ サトコ 令和6年6月1日～
須田 哲子 令和8年5月31日

ノムラ ススム 令和6年6月1日～
野村 進 令和8年5月31日

マツヤマ アイ 令和6年6月1日～
松山 愛 令和8年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

13
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第２号（住民） 　

12 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　
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【依知小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アカイシ タク 令和6年7月1日～
赤石 拓 令和7年5月31日

サソウ テツヤ 令和5年6月1日～
笹生 哲也 令和7年5月31日

シノジマ シンイチ 令和5年6月1日～
篠島 慎一 令和7年5月31日

アリシマ マサキ 令和5年6月1日～
有島 真樹 令和7年5月31日

イデ マコト 令和5年6月1日～
井出 慎 令和7年5月31日

サソウ シュウイチ 令和5年6月1日～
笹生 修一 令和7年5月31日

ソガ リエ 令和5年6月1日～
曽我 梨恵 令和7年5月31日

ムカサ ヨシヒロ 令和5年6月1日～
向笠 良洋 令和7年5月31日

タカハシ ヒロオ 令和5年6月1日～
髙橋 博雄 令和7年5月31日

タカベ サチ 令和5年6月1日～
髙部 三智 令和7年5月31日

ホンダ カヨコ 令和5年6月1日～
本田 佳代子 令和7年5月31日

ヤマモト ミチコ 令和5年6月1日～
山本 美智子 令和7年5月31日

アオヤマ 令和7年4月1日～
青山 さやか 令和7年5月31日

イシイ 　　　　　　コ 令和7年4月1日～
石井 せつ子 令和7年5月31日

イシヅカ ミチヨ 令和5年6月1日～
石塚 美千代 令和7年5月31日

オサク ノブコ 令和5年6月1日～
尾作 展子 令和7年5月31日

オシキリ ハルミ 令和7年4月1日～
押切 晴美 令和7年5月31日

サノ ヒロコ 令和5年6月1日～
佐野 裕子 令和7年5月31日

ミワタ ヒデオ 令和6年6月1日～
三和田 秀夫 令和7年5月31日

ヤマグチ ナオノリ 令和5年6月1日～
山口 尚紀 令和7年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

20 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【戸田小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アイハラ コウジ 令和6年6月1日～
相原 浩司 令和8年5月31日

カワムラ ユカ 令和6年6月1日～
川村 裕加 令和8年5月31日

キツカワ ヤスエ 令和6年6月1日～
吉川 康恵 令和8年5月31日

ノザキ コウイチ 令和6年6月1日～
野崎 興壱 令和8年5月31日

ワタナベ アサミ 令和6年6月1日～
渡邉 亜沙美 令和8年5月31日

アイハラ ジュンイチ 令和6年6月1日～
相原 淳一 令和8年5月31日

オオヌキ タカトシ 令和6年6月1日～
大貫 隆敏 令和8年5月31日

オバラ ヒロシ 令和6年6月1日～
小原 寛 令和8年5月31日

モリシタ トシハル 令和6年6月1日～
森下 俊春 令和8年5月31日

オオヌキ ヒデユキ 令和6年6月1日～
大貫 秀行 令和8年5月31日

コシオ ヒデコ 令和6年6月1日～
小塩 秀子 令和8年5月31日

ソネ ダイ 令和6年6月1日～
曾根 大 令和8年5月31日

アイハラ コウイチ 令和6年6月1日～
相原 浩一 令和8年5月31日

イトウ ヒロコ 令和7年4月1日～
伊東 弘子 令和8年5月31日

オクヤマ ケンゴ 令和6年6月1日～
奥山 健吾 令和8年5月31日

サトウ ワカナ 令和6年6月1日～
佐藤 若菜 令和8年5月31日

スギモト フミコ 令和7年4月1日～
杉本 文子 令和8年5月31日

ツカダ カツトシ 令和6年6月1日～
塚田 勝敏 令和8年5月31日

ミヤタ コウイチ 令和6年6月1日～
宮田 幸一 令和8年5月31日

ヤマウチ ユウ 令和6年6月1日～
山内 夕 令和8年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

5 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

20 規則第５条第１項第４号（その他） 　
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【上依知小学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

イトウ ユウイチ 令和5年6月1日～
伊藤 祐一 令和7年5月31日

イノウエ ミホ 令和6年6月1日～
井上 美帆 令和7年5月31日

ムラオカ タカシ 令和5年6月1日～
村岡 貴志 令和7年5月31日

モチヅキ メグミ 令和5年6月1日～
望月 恵 令和7年5月31日

イワザキ ミエコ 令和5年6月1日～
岩崎 美惠子 令和7年5月31日

クラモト カズオ 令和5年6月1日～
倉本 和夫 令和7年5月31日

サイトウ マコト 令和5年6月1日～
齋藤 慎 令和7年5月31日

シブヤ タカシ 令和5年6月1日～
澁谷 隆司 令和7年5月31日

シライ ユキヒコ 令和5年6月1日～
白井 行彦 令和7年5月31日

マエダ トモミ 令和5年6月1日～
前田 智珠 令和7年5月31日

カンノ ミチオ 令和5年6月1日～
菅野 道男 令和7年5月31日

ヤマザキ ミエコ 令和5年6月1日～
山﨑 美惠子 令和7年5月31日

シノザキ ナオミ 令和6年4月1日～
篠崎 直美 令和7年5月31日

タグチ ミチコ 令和7年4月1日～
田口 美智子 令和7年5月31日

タケ エミコ 令和5年6月1日～
武 枝美子 令和7年5月31日

ハットリ ヒロシ 令和5年6月1日～
服部 裕史 令和7年5月31日

モリタ アヤコ 令和5年6月1日～
森田 綾子 令和7年5月31日

ワタナベ アサミ 令和5年6月1日～
渡辺 麻美 令和7年5月31日

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　
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【厚木中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

オオウチ トモヤ 令和5年6月1日～
大内 友哉 令和7年5月31日

クマザキ マサシ 令和5年6月1日～
熊﨑 昌司 令和7年5月31日

スズキ タカフミ 令和5年6月1日～
鈴木 孝文 令和7年5月31日

ナカムラ ユタカ 令和5年6月1日～
中村 豊 令和7年5月31日

マツノ リツコ 令和5年6月1日～
松野 律子 令和7年5月31日

ミヤタ コウキ 令和5年6月1日～
宮田 幸紀 令和7年5月31日

イヤナガ アキコ 令和5年6月1日～
彌永 晶子 令和7年5月31日

イワサキ クニオ 令和5年6月1日～
岩﨑 邦夫 令和7年5月31日

オオクボ マコト 令和6年6月1日～
大久保 誠 令和7年5月31日

コイデ ヒトシ 令和5年6月1日～
小井手 仁 令和7年5月31日

サトウ ヒロユキ 令和5年6月1日～
佐藤 弘幸 令和7年5月31日

タカギ ミツヒト 令和5年6月1日～
髙木 光人 令和7年5月31日

タナカ ヨシアキ 令和6年4月1日～
田中 祥章 令和7年5月31日

ツクニ ヒロカズ 令和7年4月1日～
津國 洋和 令和7年5月31日

ナカミチ ユウキ 令和7年4月1日～
中道　 裕希 令和7年5月31日

ヒビノ カズキ 令和7年4月1日～
日比野 一輝 令和7年5月31日

15 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

16 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9 規則第５条第１項第４号（その他） 　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7 規則第５条第１項第４号（その他） 　

8 規則第５条第１項第４号（その他） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第２号（住民） 　
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【依知中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

トクナガ タカシ 令和5年6月1日～
德永 高志 令和7年5月31日

マスダ タカヒロ 令和5年6月1日～
増田 貴宏 令和7年5月31日

イノウエ シンイチ 令和5年6月1日～
井上 慎一 令和7年5月31日

イノウエ トシアキ 令和5年6月1日～
井上 敏明 令和7年5月31日

カンザキ トモヒロ 令和5年6月1日～
神崎 友宏 令和7年5月31日

サイトウ キヨシ 令和5年6月1日～
齋藤 清 令和7年5月31日

タカザワ タカシ 令和5年6月1日～
髙澤 崇 令和7年5月31日

ホシノ ユキコ 令和5年6月1日～
星野 由紀子 令和7年5月31日

ホンダ カヨコ 令和5年6月1日～
本田 佳代子 令和7年5月31日

アンドウ フミ 令和5年6月1日～
安藤 史 令和7年5月31日

オビ アキオ 令和5年6月1日～
小尾 昭夫 令和7年5月31日

カトウ リョウスケ 令和7年4月1日～
加藤 亮介 令和7年5月31日

クスノキ ヨシフミ 令和5年6月1日～
楠 好文 令和7年5月31日

サイトウ レイコ 令和7年4月1日～
齊藤 玲子 令和7年5月31日

ササキ ヨシコ 令和5年6月1日～
佐々木 佳子 令和7年5月31日

ナカムラ キョウコ 令和5年6月1日～
中村 恭子 令和7年5月31日

モリフジ タケヒコ 令和5年6月1日～
森藤 岳彦 令和7年5月31日

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

9
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

28



【睦合中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

イトウ モトマサ 令和5年6月1日～
伊藤 元正 令和7年5月31日

イワイ ライゾウ 令和5年6月1日～
岩井 賴造 令和7年5月31日

カシワギ 　 令和5年6月1日～
柏木 みどり 令和7年5月31日

ソデサワ ヨシハル 令和5年6月1日～
袖澤 良春 令和7年5月31日

ナンバ ソウイチロウ 令和5年6月1日～
難波 宗一郎 令和7年5月31日

フクイズミ ケイコ 令和5年6月1日～
福泉 圭以子 令和7年5月31日

フクゾエ ヒロミ 令和5年6月1日～
福添 浩美 令和7年5月31日

オザワ マサル 令和5年6月1日～
小澤 勝 令和7年5月31日

イチカワ アキヒロ 令和6年6月1日～
市川 明宏 令和7年5月31日

カネコ ヤスユキ 令和5年6月1日～
金子 泰幸 令和7年5月31日

クリヤマ マキ 令和5年6月1日～
栗山 真紀 令和7年5月31日

コジマ　 ケイスケ 令和7年4月1日～
小島　 慧佑 令和7年5月31日

コヤマ マサタカ 令和5年6月1日～
小山 雅隆 令和7年5月31日

シゲヒサ アキヒコ 令和6年4月1日～
重久 昭彦 令和7年5月31日

スズキ ダイチ 令和5年6月1日～
鈴木 大地 令和7年5月31日

タカザワ ヒロヒデ 令和5年6月1日～
髙澤 博英 令和7年5月31日

タテベ　 ケイイチ 令和7年4月1日～
建部　 圭一 令和7年5月31日

ミツハシ イズミ 令和5年6月1日～
三橋 泉 令和7年5月31日

ミヤザキ　 シュンイチ 令和7年4月1日～
宮崎　 俊一 令和7年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

17 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

9 規則第５条第１項第４号（その他） 　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第２号（住民） 　

29



【小鮎中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

ウスイ モトキ 令和6年6月1日～
臼井 基樹 令和8年5月31日

タサカ ヒデノリ 令和6年6月1日～
田坂 秀憲 令和8年5月31日

イトウ マサル 令和6年6月1日～
伊藤 大 令和8年5月31日

エトウ レイコ 令和6年6月1日～
江藤 玲子 令和8年5月31日

カイヅカ ヒカリ 令和6年6月1日～
貝塚 景 令和8年5月31日

ハヤマ ユキオ 令和6年6月1日～
早山 征夫 令和8年5月31日

ムライ ヒサオ 令和6年6月1日～
村井 久雄 令和8年5月31日

モリ シゲキ 令和6年6月1日～
森 茂樹 令和8年5月31日

ウチヤマ ヨシコ 令和6年6月1日～
内山 佳子 令和8年5月31日

ミヤモト タカシ 令和6年6月1日～
宮本 隆 令和8年5月31日

イナバ ユカミ 令和6年6月1日～
稲葉 由香美 令和8年5月31日

イワサワ アユミ 令和6年6月1日～
岩澤 鮎美 令和8年5月31日

オオヌキ ヒロシ 令和6年6月1日～
大貫 博 令和8年5月31日

タナカ サトコ 令和6年6月1日～
田中 誠子 令和8年5月31日

トクナガ　 チカヨ 令和7年4月1日～
德永　 千佳代 令和8年5月31日

モトスギ ナガオ 令和6年6月1日～
本杉 長生 令和8年5月31日

ヤスダ ヨウジ 令和6年6月1日～
安田 洋司 令和8年5月31日

ヤナガワ トモヒロ 令和6年6月1日～
柳川 智広 令和8年5月31日

ヤマカワ　 カズヒサ 令和7年4月1日～
山川　 和寿 令和8年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

10
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

30



【玉川中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

キクナガ ヒロヒデ 令和6年6月1日～
菊永 博秀 令和8年5月31日

コセムラ リカ 令和6年6月1日～
小瀬村 里香 令和8年5月31日

マツザワ ユカ 令和6年6月1日～
松澤 友香 令和8年5月31日

アライ ケイジ 令和6年6月1日～
新井 啓司 令和8年5月31日

エンドウ ススム 令和6年6月1日～
遠藤 進 令和8年5月31日

ナワタ ナオミ 令和6年6月1日～
縄田 奈緒美 令和8年5月31日

ハラダ タダヒロ 令和6年6月1日～
原田 忠洋 令和8年5月31日

アキヤマ カツシゲ 令和6年6月1日～
秋山 勝茂 令和8年5月31日

カタハラ ヨウジ 令和6年6月1日～
片原 陽児 令和8年5月31日

アライ ヒロユキ 令和6年6月1日～
荒井 広幸 令和8年5月31日

サカベ エイコ 令和6年6月1日～
坂部 詠子 令和8年5月31日

サトウ ヒサヨ 令和6年6月1日～
佐藤 昌代 令和8年5月31日

セキハラ ユキハル 令和6年6月1日～
関原 幸治 令和8年5月31日

セト ヒデアキ 令和6年6月1日～
瀬戸 秀明 令和8年5月31日

チョウノ ヒデノブ 令和6年6月1日～
蝶野 英伸 令和8年5月31日

ナガオケ チアキ 令和7年4月1日～
永桶 千秋 令和8年5月31日

ナカノ タカコ 令和6年6月1日～
中野 貴子 令和8年5月31日

ヤマグチ マサノリ 令和6年6月1日～
山口 真則 令和8年5月31日

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

31



【東名中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

コニシ イズミ 令和6年6月1日～
小西 和泉 令和7年5月31日

カンノ アキオ 令和5年6月1日～
菅野 昭男 令和7年5月31日

コサワ ヒデイチ 令和5年6月1日～
古澤 秀一 令和7年5月31日

シオカワ カズミ 令和5年6月1日～
塩川 一美 令和7年5月31日

ツクダ ケンイチ 令和5年6月1日～
佃 賢一 令和7年5月31日

ハットリ エミコ 令和5年6月1日～
服部 惠美子 令和7年5月31日

フクダ ヒロミ 令和5年6月1日～
福田 裕実 令和7年5月31日

マツモト シゲミ 令和5年6月1日～
松本 成美 令和7年5月31日

アンドウ ケイタ 令和6年4月1日～
安藤 慶太 令和7年5月31日

イトウ ミカ 令和5年6月1日～
伊藤 実香 令和7年5月31日

カツラ トモコ 令和6年4月1日～
勝良 朋子 令和7年5月31日

クラハシ カズヒサ 令和7年4月1日～
倉橋 一久 令和7年5月31日

サコ カツノリ 令和6年4月1日～
佐古 博則 令和7年5月31日

ハットリ ケイジ 令和6年6月1日～
服部 圭司 令和7年5月31日

ミウラ コウイチ 令和5年6月1日～
三浦 孝一 令和7年5月31日

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

9 規則第５条第１項第４号（その他） 　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第２号（住民） 　

32



【藤塚中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

コスゲ サダユキ 令和5年6月1日～
小菅 貞幸 令和7年5月31日

ミヤサカ トシヒロ 令和6年6月1日～
宮坂 敏弘 令和7年5月31日

ワタナベ トシノブ 令和5年6月1日～
渡邊 智信 令和7年5月31日

イノウエ ハツミ 令和5年6月1日～
井上 初美 令和7年5月31日

エノモト マサユキ 令和5年6月1日～
榎本 正行 令和7年5月31日

カワサキ イサオ 令和5年6月1日～
川崎 勲 令和7年5月31日

サトウ サイコ 令和5年6月1日～
佐藤 彩子 令和7年5月31日

シオカワ ヒロミ 令和5年6月1日～
塩川 裕美 令和7年5月31日

ハシモト タカヨシ 令和5年6月1日～
橋本 孝義 令和7年5月31日

ヤゴ ノリマサ 令和5年6月1日～
矢後 訓賢 令和7年5月31日

カンノ ミチオ 令和5年6月1日～
菅野 道男 令和7年5月31日

キクチ フジオ 令和5年6月1日～
菊地 冨士夫 令和7年5月31日

ウメザワ ミノル 令和5年6月1日～
梅澤 稔 令和7年5月31日

カネミツ セイゴウ 令和7年4月1日～
金光 静剛 令和7年5月31日

コジマ ヒロノブ 令和6年4月1日～
小島 宏信 令和7年5月31日

スダ ツヨシ 令和5年6月1日～
須田 剛 令和7年5月31日

フルヤ アヤノ 令和5年6月1日～
古屋 彩乃 令和7年5月31日

モリモト ユウキ 令和5年6月1日～
森元 勇気 令和7年5月31日

ユウキ マサトモ 令和5年6月1日～
結城 政朝 令和7年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 　

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

33



【森の里中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アサクラ キョウコ 令和6年6月1日～
淺倉 京子 令和8年5月31日

クラシナ 　 令和6年6月1日～
倉科 ひとみ 令和8年5月31日

モリシタ シンイチロウ 令和6年6月1日～
森下 慎一朗 令和8年5月31日

イイダ タダヨシ 令和6年6月1日～
飯田 忠□ 令和8年5月31日

イシイ キミノリ 令和6年6月1日～
石井 公規 令和8年5月31日

カジヤマ ミツオ 令和6年6月1日～
梶山 光男 令和8年5月31日

ナカムラ ヤスミ 令和6年6月1日～
中村 泰巳 令和8年5月31日

ハラダ ジュウジ 令和6年6月1日～
原田 充治 令和8年5月31日

マルヤマ モトイ 令和6年6月1日～
丸山 基 令和8年5月31日

ミツハシ ケイジ 令和6年6月1日～
三橋 敬司 令和8年5月31日

イマワカ ナオユキ 令和6年6月1日～
今若 直征 令和8年5月31日

イマガワ チヒロ 令和6年6月1日～
今川 千尋 令和8年5月31日

ウメキ マサヒロ 令和7年4月1日～
梅木 雅弘 令和8年5月31日

サトウ ミズエ 令和6年6月1日～
佐藤 瑞恵 令和8年5月31日

シマ ノリコ 令和7年4月1日～
島 紀子 令和8年5月31日

ノムラ ススム 令和6年6月1日～
野村 進 令和8年5月31日

マツダ タクヤ 令和6年6月1日～
松田 拓也 令和8年5月31日

ヤマダ タケアキ 令和7年4月1日～
山田 剛彰 令和8年5月31日

ワタベ タダシ 令和6年6月1日～
渡部 忠司 令和8年5月31日

19 規則第５条第１項第４号（その他） 　

17 規則第５条第１項第４号（その他） 　

18 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

15 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9 規則第５条第１項第２号（住民） 　

10 規則第５条第１項第２号（住民） 　

7 規則第５条第１項第２号（住民） 　

8 規則第５条第１項第２号（住民） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

34



【睦合東中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

モロヤマ アツシ 令和6年6月1日～
師山 厚 令和7年5月31日

タカハシ ヨシヒデ 令和5年6月1日～
鷹嘴 吉秀 令和7年5月31日

フクオカ ノリアキ 令和5年6月1日～
福岡 典秋 令和7年5月31日

ヤマモト トモアキ 令和5年6月1日～
山本 智明 令和7年5月31日

コイケ ケイコ 令和5年6月1日～
小池 桂子 令和7年5月31日

ナガイ アキラ 令和5年6月1日～
永井 明 令和7年5月31日

マエガシラ ナナエ 令和5年6月1日～
前頭 七恵 令和7年5月31日

アライ ユウシ 令和5年6月1日～
新井 雄士 令和7年5月31日

カワワ ムツミ 令和7年4月1日～
川勾 睦 令和7年5月31日

キタジマ ヒロキ 令和5年6月1日～
北島 宏樹 令和7年5月31日

サトウ タカフミ 令和5年6月1日～
佐藤 貴文 令和7年5月31日

ヒグチ ユウイチロウ 令和6年4月1日～
樋口 雄一郎 令和7年5月31日

フルヤ ダイスケ 令和7年4月1日～
古谷 大輔 令和7年5月31日

マタムラ タカオ 令和5年6月1日～
又村 孝夫 令和7年5月31日

ミヤザキ マサヒコ 令和5年6月1日～
宮崎 昌彦 令和7年5月31日

ヤギ ヨシユキ 令和6年4月1日～
八木 義之 令和7年5月31日

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 　

13 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

8 規則第５条第１項第４号（その他） 　

5
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

6
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

3 規則第５条第１項第２号（住民） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第２号（住民） 　
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【相川中学校学校運営協議会】 （選出区分順、氏名五十音順、敬称略）

番
号

氏名 選出区分 任期 備考

アイハラ ジュンイチ 令和6年6月1日～
相原 淳一 令和8年5月31日

ヤマザキ ケイコ 令和6年6月1日～
山﨑 啓子 令和8年5月31日

ヨネムラ ユカ 令和6年6月1日～
米村 由香 令和8年5月31日

アイダ カネヒサ 令和6年6月1日～
藍田 金久 令和8年5月31日

オオヌキ タカトシ 令和6年6月1日～
大貫 隆敏 令和8年5月31日

モウリ スミオ 令和6年6月1日～
毛利 澄夫 令和8年5月31日

コシオ ヒデコ 令和6年6月1日～
小塩 秀子 令和8年5月31日

アラカワ エミコ 令和6年6月1日～
荒川 恵美子 令和8年5月31日

アンドウ カツヤス 令和6年6月1日～
安藤 勝康 令和8年5月31日

イズミ リュウキ 令和6年6月1日～
和泉 竜樹 令和8年5月31日

オオヌキ ケンジ 令和6年6月1日～
大貫 健二 令和8年5月31日

キタイ アツコ 令和6年6月1日～
鍛代 敦子 令和8年5月31日

サイトウ リコ 令和6年6月1日～
齋藤 理子 令和8年5月31日

ソウカワ ユウジ 令和6年6月1日～
寒川 裕二 令和8年5月31日

タグチ アキオ 令和6年6月1日～
田口 明生 令和8年5月31日

ヨシダ ヤスアキ 令和7年4月1日～
吉田 泰明 令和8年5月31日

15 規則第５条第１項第４号（その他） 　

16 規則第５条第１項第４号（その他） 新任

13 規則第５条第１項第４号（その他） 　

14 規則第５条第１項第４号（その他） 　

11 規則第５条第１項第４号（その他） 　

12 規則第５条第１項第４号（その他） 　

9 規則第５条第１項第４号（その他） 　

10 規則第５条第１項第４号（その他） 　

7
規則第５条第１項第３号（運営に資する
活動）

　

8 規則第５条第１項第４号（その他） 　

5 規則第５条第１項第２号（住民） 　

6 規則第５条第１項第２号（住民） 　

3 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

4 規則第５条第１項第２号（住民） 　

1 規則第５条第１項第１号（保護者） 　

2 規則第５条第１項第１号（保護者） 　
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報告事項４については、 

非公開案件となります。 

  



 資料５  

1 

学校選択制等の実施結果について 

 
１ 令和７年度入学 中学校選択制実施結果  

 

(1) 中学校選択制について 

  子どもたち一人一人が自ら適した教育環境で、個性や能力を一層伸

ばすことができるよう、原則として指定中学校の学区に隣接する学校

の中から、就学を希望する学校を選択することができる制度です。 

  

(2) 実施結果 

 （令和７年４月１日現在 単位：人） 

 
(3) 主な選択理由 

ア 教育環境    6 人 

 イ 部活動    13 人 

ウ 友人関係   38 人 

エ 通学距離    9 人 

 

  

選択希望学校  
受入 

上限人数 

入学者数 

隣接 隣接外 人数 

厚木中学校 20 7 0 7 

依知中学校 20 7 0 7 

荻野中学校 20 2 0 2 

睦合中学校 20 0 0 0 

小鮎中学校 20 3 0 3 

玉川中学校 20 12 1 13 

南毛利中学校 20 9 0 9 

東名中学校 20 3 0 3 

林中学校 20 4 0 4 

藤塚中学校 20 5 0 5 

森の里中学校 20 1 0 1 

睦合東中学校 25 11 0 11 

相川中学校 20 1 0 1 

合計 265  65 1 66 



2 

 

２ 令和７年度入学 小規模特認校制度実施結果 
 

１ 小規模特認校制度について 

  少人数ならではの温かな指導や、地域と連携した教育活動が展開さ

れている小規模校において、通学区域外からの就学を認めることで、児

童の適性をいかした教育を推進することにより、学校規模の適正化及

び学校の活性化を図る制度です。 

 

２ 小規模特認校制度により児童を受け入れる小学校 

玉川小学校 

 

 

３ 実施結果 

           （令和７年４月１日現在 単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学年別入学者数 

学年 人数 

１年生 ３ 

２年生 ０ 

３年生 ０ 

４年生 １ 

５年生 ０ 

６年生 ０ 

合計 ４ 

指定学校別入学者数 

学校名 人数 

清水小学校 １ 

南毛利小学校 １ 

厚木第二小学校 １ 

愛甲小学校 １ 

合計 ４ 



3 

３ 令和７年度入学 住居からおおむね１kｍ以内の学校の選

択実施結果 
 

(1) 住居からおおむね１km 以内の学校の選択について 

児童の教育環境をより良いものとするため、大規模状態にある学校の通学区域

に居住する児童について、住居からおおむね１km 以内にある学校への就学を認

めることにより、学校規模の適正化を図るものです。 

 

(2) １㎞以内の学校の選択対象校 

大規模状態にある学校 選択することのできる学校 

厚木第二小学校 相川小学校 

南毛利小学校 緑ケ丘小学校 

毛利台小学校 

 

(3) 実施結果           （令和７年４月１日現在 単位：人） 

選択対象校 入学者数 備考 

相川小学校 ０  

緑ケ丘小学校 ４ 令和７年度第１学年 

毛利台小学校 ０  

合 計 ４  

 

 


